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３
月　

日
か
ら
玉
川
学
園
地
域
コ
ミ

２１

ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
試
験
運
行
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。
当
日
行
わ
れ
た
式
典
で

は
、
寺
田
市
長
の
ほ
か
、
市
や
地
域
組

織
・
バ
ス
事
業
者
・
地
元
関
係
者
な
ど

が
出
席
し
て
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
を
行
い
、

運
行
開
始
を
祝
い
ま
し
た
。

　

使
用
さ
れ
る
車
両
は
小
型
低
床
ノ
ン

ス
テ
ッ
プ
バ
ス
で
、　

人
乗
り
。
車
体

３４

前
面
に
は
玉
川
学
園
在
住
の
漫
画
家
・

み
つ
は
し
ち
か
こ
氏
の
デ
ザ
イ
ン
し
た

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
シ
ー
ル
が
張
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
地
域
住
民
と
行
政
が

長
年
に
わ
た
り
検
討
し
て
き
た
も
の

で
、
誰
も
が
利
用
可
能
な
公
共
交
通
と
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し
て
、
市
・
地
域
組
織
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バ
ス
事
業
者

の
三
者
協
働
で
行
う
も
の
で
す
。

○
運
行
時
間
・
ル
ー
ト　

左
表
を
ご
覧

下
さ
い
。

○
運
賃　

大
人
１
７
０
円
、
子
ど
も　
９０

円
（
バ
ス
共
通
カ
ー
ド
・
シ
ル
バ
ー
パ

ス
使
用
可
）

□問
 

都
市
計
画
課
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７
０
９
・
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５
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玉川学園コミュニティバス循環ルート通過予定時刻表
①
玉
川
学
園
前
駅（
着
）

⑰
夕
日
ヶ
丘

⑯
松
風
台

⑮
金
井
小
学
校

⑭
有
楽
入
口

⑬
木
倉
有
楽

⑫
ゆ
う
き
山
公
園

⑪
金
井
な
か
よ
し
公
園

⑩
す
み
れ
児
童
公
園

⑨
朝
日
公
園

⑲
さ
く
ら
ん
ぼ
ホ
ー
ル

⑱
第
五
小
学
校

⑧
玉
林
台
駐
在
所

⑦
玉
園
台

⑥
玉
園
台
児
童
遊
園

⑤
一
丁
目
児
童
公
園

④
月
見
ヶ
丘

③
玉
川
学
園
一
丁
目

②
玉
川
学
園
前
駅
西

①
玉
川
学
園
前
駅（
発
）

６：２５６：２２６：２１６：２０
：５０：４６：４５：４４６：４３６：４２６：４１６：４０６：３９６：３８→→６：３７６：３６６：３５６：３４６：３３６：３２６：３１６：３０
７：１５７：１１７：１０７：０９７：０８７：０７７：０６７：０５７：０４７：０３→→７：０２７：０１７：００：５９：５８：５７：５６：５５
：４０：３６：３５：３４：３３：３２：３１：３０：２９：２８→→：２７：２６：２５７：２４７：２３７：２２７：２１７：２０
８：０５８：０１８：００：５９：５８：５７：５６：５５：５４：５３→→：５２：５１：５０：４９：４８：４７：４６：４５
：３０：２６：２５８：２４８：２３８：２２８：２１８：２０８：１９８：１８→→８：１７８：１６８：１５８：１４８：１３８：１２８：１１８：１０
：５５：５１：５０：４９：４８：４７：４６：４５：４４：４３→→：４２：４１：４０：３９：３８：３７：３６：３５
９：２５９：１９９：１８９：１７９：１６９：１５９：１４９：１３９：１２９：１１９：０９９：０８９：０７９：０６９：０５９：０４９：０３９：０２９：０１９：００
：５０：４６：４５：４４：４３：４２：４１：４０：３９：３８→→：３７：３６：３５：３４：３３：３２：３１：３０
１０：２０１０：１４１０：１３１０：１２１０：１１１０：１０１０：０９１０：０８１０：０７１０：０６１０：０４１０：０３１０：０２１０：０１１０：００：５９：５８：５７：５６：５５
：４５：４１：４０：３９：３８：３７：３６：３５：３４：３３→→：３２：３１：３０１０：２９１０：２８１０：２７１０：２６１０：２５
１１：１５１１：０９１１：０８１１：０７１１：０６１１：０５１１：０４１１：０３１１：０２１１：０１１０：５９１０：５８：５７：５６：５５：５４：５３：５２：５１：５０
：４０：３６：３５：３４：３３：３２：３１：３０：２９：２８→→１１：２７１１：２６１１：２５１１：２４１１：２３１１：２２１１：２１１１：２０
１２：１０１２：０４１２：０３１２：０２１２：０１１２：００：５９：５８：５７：５６１１：５４１１：５３：５２：５１：５０：４９：４８：４７：４６：４５
：３５：３１：３０：２９：２８：２７１２：２６１２：２５１２：２４１２：２３→→１２：２２１２：２１１２：２０１２：１９１２：１８１２：１７１２：１６１２：１５
１３：０５：５９：５８：５７：５６：５５：５４：５３：５２：５１１２：４９１２：４８：４７：４６：４５：４４：４３：４２：４１：４０
：３０１３：２６１３：２５１３：２４１３：２３１３：２２１３：２１１３：２０１３：１９１３：１８→→１３：１７１３：１６１３：１５１３：１４１３：１３１３：１２１３：１１１３：１０
１４：００：５４：５３：５２：５１：５０：４９：４８：４７：４６１３：４４１３：４３：４２：４１：４０：３９：３８：３７：３６：３５
：２５１４：２１１４：２０１４：１９１４：１８１４：１７１４：１６１４：１５１４：１４１４：１３→→１４：１２１４：１１１４：１０１４：０９１４：０８１４：０７１４：０６１４：０５
：５５：４９：４８：４７：４６：４５：４４：４３：４２：４１１４：３９１４：３８：３７：３６：３５：３４：３３：３２：３１：３０
１５：２０１５：１６１５：１５１５：１４１５：１３１５：１２１５：１１１５：１０１５：０９１５：０８→→１５：０７１５：０６１５：０５１５：０４１５：０３１５：０２１５：０１１５：００
：５０：４４：４３：４２：４１：４０：３９：３８：３７：３６１５：３４１５：３３：３２：３１：３０：２９：２８：２７：２６：２５
１６：１５１６：１１１６：１０１６：０９１６：０８１６：０７１６：０６１６：０５１６：０４１６：０３→→１６：０２１６：０１１６：００：５９：５８：５７：５６：５５
：４５：３９：３８：３７：３６：３５：３４：３３：３２：３１１６：２９１６：２８：２７：２６：２５１６：２４１６：２３１６：２２１６：２１１６：２０
１７：１０１７：０６１７：０５１７：０４１７：０３１７：０２１７：０１１７：００：５９：５８→→：５７：５６：５５：５４：５３：５２：５１：５０
：３５：３１：３０：２９：２８：２７：２６：２５１７：２４１７：２３→→１７：２２１７：２１１７：２０１７：１９１７：１８１７：１７１７：１６１７：１５
１８：００：５６：５５：５４：５３：５２：５１：５０：４９：４８→→：４７：４６：４５：４４：４３：４２：４１：４０
：２５１８：２１１８：２０１８：１９１８：１８１８：１７１８：１６１８：１５１８：１４１８：１３→→１８：１２１８：１１１８：１０１８：０９１８：０８１８：０７１８：０６１８：０５
：５０：４６：４５：４４：４３：４２：４１：４０：３９：３８→→：３７：３６：３５：３４：３３：３２：３１：３０
１９：１５１９：１１１９：１０１９：０９１９：０８１９：０７１９：０６１９：０５１９：０４１９：０３→→１９：０２１９：０１１９：００：５９：５８：５７：５６：５５
：４０：３６：３５：３４：３３：３２：３１：３０：２９：２８→→：２７：２６：２５１９：２４１９：２３１９：２２１９：２１１９：２０
２０：０５２０：０１２０：００：５９：５８：５７：５６：５５：５４：５３→→：５２：５１：５０：４９：４８：４７：４６：４５
：３０：２６：２５２０：２４２０：２３２０：２２２０：２１２０：２０２０：１９２０：１８→→２０：１７２０：１６２０：１５２０：１４２０：１３２０：１２２０：１１２０：１０
：５５：５１：５０：４９：４８：４７：４６：４５：４４：４３→→：４２：４１：４０：３９：３８：３７：３６：３５
２１：２０２１：１６２１：１５２１：１４２１：１３２１：１２２１：１１２１：１０２１：０９２１：０８→→２１：０７２１：０６２１：０５２１：０４２１：０３２１：０２２１：０１２１：００
：４５：４１：４０：３９：３８：３７：３６：３５：３４：３３→→：３２：３１：３０：２９：２８：２７：２６：２５

２２：０２２２：０２２２：０１２２：００：５９：５８→→：５７：５６：５５：５４：５３：５２：５１：５０
囲い さくらんぼホール経由

２００５年３月２１日現在

※金井小学校始発→

←※有楽入口止まり

寺田市長（左から３人目）ら関係者がテープカット
を行いました

　

市
民
病
院
で
は
、
増
改
築
工
事
に
４

月
中
旬
か
ら
着
手
し
ま
す
。
工
事
中
は

駐
車
場
が
少
な
く
な
り
ま
す
の
で
バ
ス

等
で
の
ご
来
院
を
お
願
い
し
ま
す
。
利

用
で
き
る
駐
車
場
は
案
内
図
の
と
お
り

で
す
。

　

工
事
中
は
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

□問
 

病
院
建
設
室
11
７
２
２
・
０
６
６
１

曜　　日
駐車場名

駐
車
場
利
用
時
間

土・日・祝祭日平　　日
午前１０時～午後８時午前９時～午後８時第１駐車場
午前１０時～午後８時午前８時～午後８時第２駐車場
利用できません午前８時～午後８時第３駐車場
利用できません午前８時～午後８時第４駐車場

建設地・利用できません第５駐車場
利用できません午前８時～午後８時第６駐車場

市
民
病
院�

町田街道�
協和発酵�

市民病院東�市民病院東�
市民病院正門�

救急口�救急口�

正面口�正面口�

南口�

薬局� クリーニング�

スーパー�
三　　和�

キタムラ�
クリエイト�

市民病院前�

市民病院前�

滝の沢�

ガスト�

48台�30台�

30台�28台�

72台�

20台�
46台�

第4駐車場�
（8：00～20：00）�第6駐車場駐車場�

（8：0000～20：0000）�
第6駐車場�
（8：00～20：00）�

第1駐車場駐車場�
（9：0000～20：0000）�
土日祝土日祝日（10：0000～20：0000）�

�

第1駐車場�
（9：00～20：00）�
土日祝日（10：00～20：00）�

�

2・3期工事�

建設地�

�

第2駐車場駐車場�
（8：0000～20：0000）�
土日祝土日祝日（10：0000～20：0000）�

�

第2駐車場�
（8：00～20：00）�
土日祝日（10：00～20：00）�

�

第3駐車場�
（8：00～20：00）�

障がい者用2台�障がい者用2台�障がい者用障がい者用3台�障がい者用3台�

市民病院駐車場案内図

市民病院市民病院
からのからの

お知らせお知らせ
　前号に引き続き、特定都市河川浸水被害対
策法の適用に関してお知らせします。
　昨年５月に特定都市河川浸水被害対策法が
施行され、今年の４月から、鶴見川流域が全

国に先駆けて「特定都市河川流域」に指定さ
れることとなりました。これにより、鶴見川
流域は特定都市河川浸水被害対策法が適用さ
れ、以下のような取り組みが進められます。

◆流域内（町田市内）
での雨水浸透阻害行為
を行う場合の申請受付
窓口
東京都都市整備局都市
基盤部施設計画課11０３
・５３８８・３２９６

◆「特定都市河川浸水被害対策法」の適用を受
ける鶴見川流域の取り組みに関する問い合わせ
国土交通省京浜河川事務所　流域調整課 11０４５
・５０３・４００９（直通）
特定都市河川流域の指定範囲等
京浜河川事務所ホームページ
http://www.keihin.ktr.mlit.go.jp

◆法律の概要（法律・政令・
省令（許可申請様式・全国の
候補河川など）について
国土交通省河川局ＨＰ河川局
の概要　法律と制度
http://www.mlit.go.jp/river/
gaiyou/houritu/index.html

◇指定に伴う許可・申請に関する情報等は町田市ホームページにも掲載しています。
□問 町田市下水道部下水道総務課11７２０・１８１９

Ｑ．流域水害対策計画とは？
Ａ．河川管理者、下水道管理者、流域の地方公共
団体が共同して、流域における今後２０～３０年間
の浸水被害対策の「基本方針」や「被害の発生
を防ぐべき目標となる降雨量」などを定め、こ
れに基づき、河川の整備、下水道の整備、雨水
を一時的に貯留又は地下に浸透させる施設の設
置、水害発生時の被害を最小化するための情報
発信等の予防措置、適切な維持管理等を分担・
連携し効率的に進めます。

Ｑ．雨水浸透阻害行為とは？
Ａ．雨水の流出増をもたらす行為として、雨水が
浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地
へと浸透機能が阻害される行為のことです。

Ｑ．許可の対象となる雨水浸透阻害行為（面積
１０００㎡以上）とは？
Ａ．①「宅地等」にするために行う土地の形質の
変更（例）山地、林地、耕地、原野→宅地、道
路、池沼、水路

　②土地の舗装（例）農地→舗装された駐車場へ
　の改変

　③ローラー等により土地を締め固める行為
　④排水施設を伴うゴルフ場、運動場の設置

◆特定都市河川浸水被害対策法の指定を受けて生
じること
　水害に強いまち（流域）づくりを目指して次の
取り組みが主に進められます。
○河川管理者、下水道管理者、流域の地方公共団
体は、共同して近年全国で多発する集中豪雨の発
生なども視野に入れた「流域水害対策計画」を策
定する役目を担うことにより、連携は強化され、
更に安全性を高める有効的かつ効率的な浸水被害
対策を着実に実施することになります。
→上記計画は指定後の平成１７年度に策定予定
→対策としては、河川の洪水処理能力アップや下
水道整備、行政が進める雨水貯留浸透施設整備など
○流域の現在の安全性を最低限維持、また少しず
つでも高めるために、
・流域内の住民 ･事業者は、雨水を貯留浸透させ
る努力が必要となります。
・新たに「雨水浸透阻害行為　（面積１０００㎡以
上）」を行う場合は知事の許可が必要となります
（許可の取得には雨水の流出を抑制する対策の実
施が伴います）。
・既存の雨水の流出を抑制する役割を持つ防災調
整池の保全が求められることとなります。


